
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定規模以上の盛土等を に許可が必要です。

盛土等の規制について

●  

あらかじめ市長の許可が

必要となります。

● 

規制対象となります。

 

 

 

注１）盛土切土高さ 30㎝超に限る。 

注１） 注１） 

適用除外  

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。また、例えば、以下のような場合は、盛土

規制法に基づく許可手続きが不要となります。（詳細は、岐阜市盛土等許可申請の手引き[本編]P.1-108～109 を参照してください。） 

○ 鉱山保安法、鉱業法、採石法、砂利採取法、土地改良法に基づく工事 

○ 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時

的に堆積するもの など 

岐阜市 

 

例えば・・・ 

 

 

＜土地の形質の変更（盛土・切土）＞  

＜一時的な土石の堆積＞  

 

例えば・・・ 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ先

所在地

T E L

H  P

202512 

土地の所有者等は 、盛土等を安全に保つ責務があります。

● 

● 土地所有者等が認知していない盛土であっても、周辺の安全確保のため、土地所有者等に是正命令が

● 

 

 

イラスト（盛土・切土，土石の堆積）及び写真の出典：国土交通省・農林水産省・林野庁，「盛土規制法パンフレット（事業者用）」を一部加工（https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html） 

 

Ｑ１ 宅地の安全性について、詳細な調査等を行う場合はどこに相談したらよいですか。 

 A 地盤品質判定士などの専門家にご相談ください。 

A 土地所有者等は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する必要が

あります。盛土等による災害が生じないよう、修繕等の適切な措置を講じていただくようお願いします。 

Ｑ２ 所有する宅地の擁壁が「危険性が高い擁壁」と判断された場合、どうしたらよいですか。 

 

Ｑ３ 擁壁の安全性を自分で確認する場合は、どうしたらよいですか？ 

 A 簡易なチェックシート（我が家の擁壁チェックシート）がございます。ご活用ください。なお、チェックシートによ

る評価が高くても、日常的な維持管理は継続して必要になります。 

【地盤品質判定士会中部支部HP】https://hanteishi.org/chubu/ ※Webサイトの問い合わせフォームから相談できます。 

【国土交通省HP】https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000067.html（我が家の擁壁チェックシート）  

岐阜市 盛土規制法検索

 

https://www.city.gifu.lg.jp/info/machizukuri/1008055/1025292/index.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
https://hanteishi.org/chubu/
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000067.html

